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１　埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）
　「２０５０年カーボンニュートラル＊宣言」を令和５年３月に行い、国の「地球温暖化対策計画」等を踏まえて策定した「埼玉県地球温

気候変動対策の推進第１節

指標 目標設定時 直近値 最終目標値

温室効果ガスの排出量削減率
（平成２５年度比）

１２％＊１
（H３０年度）

１９.６％
（R４年度）

３５％
（R８年度）

新車（乗用車）販売台数における
電動車の割合

３９.９％
（R元年）

６３.５％
（R６年）

５６.０％
（R８年）

Ⅰ　温室効果ガス＊排出実質ゼロとする脱炭素社会＊、持続的な資源利用を可能とする循環
型社会＊づくり

第２章 環境の状況と対策

＊１ 策定時に判明していた暫定値であり、確定値は１１.８。ただし、各種統計データの年報値の修正、算定方法の見直し等により、再計算される場合がある。

目標と進捗状況

主な実施施策

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

カーボンニュートラル（CN）
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量を均衡させる（実質的な排出量をゼロにする）こと。

循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。
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暖化対策実行計画（第２期）」（令和５年３月改正）に基づき、地球温暖化対策を総合的に推進しています。本計画では、令和１２年度に
おける県内の温室効果ガス排出量を平成２５年度比で４６％削減する目標を掲げており、令和４年度に県内から排出された温室効果ガスは、
３,７８２万トン－CO2で、基準年度（平成２５年度）と比べて１９.６％減少しました。

２　再生可能エネルギー＊の普及拡大
◆太陽光やバイオマス＊、地中熱などの再生可能エネルギーの普及拡大
（１）家庭への再エネ活用設備の導入支援等
　太陽光により発電した電力の自家消費を促進するため、太陽光発電設備、太陽熱利用システム、蓄電池を導入する家庭を対象に、令
和６年度は、２,５１９件、３億３,８８１万円の補助金を交付しました。また、令和５年度に再エネ活用設備等の安心・安全な施工等に取り組
む事業者を県が認定し広く県民に周知する制度を設け、令和６年度末までに２７４事業所を認定しました。
　さらに、太陽光パネルメーカー８社と協定を締結し、安心・安全な施工や県民への丁寧な対応を図るなど、官民連携により住宅用太
陽光発電設備の普及に取り組むとともに、住宅用太陽光発電設備の導入から廃棄までの安心・安全な利用を促進するため、電気工事工
業組合と連携し、太陽光発電の導入やメンテナンスに関する県民からの相談に対応しました。

（２）バイオマスエネルギーの導入促進
　「埼玉県農山村バイオマス利活用推進計画（平成３０年２月改訂）」に基づき、家畜排せつ物、事業系食品残さ、農業集落排水汚泥、製
材工場等残材、稲わら・麦わら・もみがらなど農山村に広く賦存するバイオマス資源について、再生可能エネルギーも含めた利活用促
進を図っています。
　元荒川水循環センターと中川水循環センターでは、下水汚泥＊を消化槽で微生物に分解させる際に発生するバイオガスによる発電事
業を実施しています。

◆再生可能エネルギー施設の適切な設置・管理
　太陽光発電施設に関する条例等制定に向けた助言、講習会の実施、不適正な施設等に関する相談への対応など、市町村への支援を通
じて、法令等を遵守し、地元の理解を得た上で、適正な太陽光発電施設の設置が図られるよう取り組んでいます。また、一定規模以上
の太陽光発電施設を対象とした実態調査を行うとともに、事故や法令等の違反があった場合には、事業者に対する適切な措置を経済産
業省に要請しています。

再生可能エネルギー
ハイライト表示
太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することができるエネルギーの総称。

バイオマス
ハイライト表示
間伐材や麦わら、家畜の排せつ物など生物由来の再生可能な有機性資源。

下水汚泥
ハイライト表示
下水道終末処理場内の水処理施設で、汚水から汚れを沈殿させたもの。下水汚泥は処理場内の汚泥処理施設で濃縮・脱水された後、焼却され灰はセメント原料としてリサイクルされるほか、一部は固形燃料に加工されるなど有効利用されている。
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◆非化石証書＊の活用による再生可能エネルギー
の地産地消＊の推進

　県内で生み出された再生可能エネルギーの環境
価値を県内事業者に供給するため、非化石証書を
活用した「彩の国ふるさとでんき（埼玉県産CO2
オフセット電力メニュー）＊」等により再生可能
エネルギーの地産地消を推進しています。

◆災害時に活用可能な太陽光発電設備等の導入支
援
　エネルギーの効率的な利活用や地域のエネルギ
ーレジリエンス＊の強化を図るため、太陽光発電
設備及び蓄電池を導入する事業者を対象に、令和
６年度は、７件、６,２７２万円の補助金を交付しま
した。

３　エネルギーの効率的な利用の推進
◆コージェネレーションシステム＊や燃料電池＊の導入の促進
　エネルギーの効率的な利活用や地域のエネルギーレジリエンスの強化を図るため、コージェネレーションシステムを導入する事業者
を支援しています。

◆ IoT技術を活用した分散型エネルギー＊の効率的な利用の推進
　地域における分散型エネルギーの効率的な利用の推進に向けて、エネルギーリソースとしての太陽光発電設備や蓄電池のほか、IoT
を活用したエネルギーマネジメントシステムの導入を促進しました。
　また、環境科学国際センターに太陽光発電設備や蓄電池等を設置するとともに、福祉避難所に指定されている騎西特別支援学校へ災
害時に電力供給するための自営線を敷設しました。

図１―１　再エネ環境価値の地産地消モデルの全体像

非化石証書
ハイライト表示
太陽光発電や風力発電など、地球温暖化の原因となるCO2を出さない電気が持つ「非化石価値」を証書化し取引可能な形としたもの。

地産地消
ハイライト表示
もともとは地域で生産された農産物を地域で消費することをいう。
エネルギーについても、地域で必要とするエネルギーを太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギーの活用などによって地域で生み出し利用することをいう。

彩の国ふるさとでんき（埼玉県産CO2オフセット電力メニュー）
ハイライト表示
県内の事業者向けに、県内のFIT発電所で発電された電力や卒FITを迎えた家庭から生まれる余剰電力で生み出された再生可能エネルギーの環境価値を、非化石証書として活用した実質CO2フリーの県産の電力メニューのこと。

レジリエンス
ハイライト表示
英語で、「強靱さ」を意味する言葉。地域においては、災害などの突発的な変化や平常時の重圧に対して、より着実に耐久し、適応するための能力とされる。

コージェネレーションシステム
ハイライト表示
都市ガス、石油、LPGなどを燃料として、エンジン、タービン、燃料電池などの方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収・利用するシステム。回収した廃熱を利用することにより、エネルギーの効率が高くなる。

燃料電池
ハイライト表示
燃料である水素と酸化剤を外部から供給しつつ反応させて電気を取り出すタイプの電池。燃料電池の用途は幅広く、燃料電池自動車から家庭用の燃料電池、また、移動体用途としては、バス、船等がある。

分散型エネルギー
ハイライト表示
比較的小規模で、かつ、様々な地域に分散しているエネルギーの総称。太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギーやコージェネレーションシステムなどがある。
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４　産業・業務部門における温室効果ガス排出削減対策の推進
◆「地球温暖化対策計画制度」の円滑な運用
　産業・業務部門の事業活動に伴う温室効果ガスの着実な削減を進めるため、本県では平成２２年度から地球温暖化対策計画制度を導入
しています。本制度は、エネルギーの使用量が一定以上の事業者が、温室効果ガスの排出量を削減するための計画を作成し、実施状況
を県に報告いただくとともに、県がその状況を公表することで、事業者の自主的かつ計画的な対策の実施を推進するものです。令和６
年度は、７９３事業者が地球温暖化対策計画を作成し、温室効果ガスの削減に取り組みました。

◆「目標設定型排出量取引制度＊」の推進
　本県では目標設定型排出量取引制度を導入し、産業・業務部門の
CO2の排出削減を推進しています。対象事業所ごとの基準排出量に
対して、第１削減計画期間（平成２３～２６年度）では業務ビル等で８
％、工場等で６％、第２削減計画期間（平成２７～令和元年度）では
業務ビル等で１５％、工場等で１３％の目標削減率を設定し、CO2の削
減を推進しました。
　第３削減計画期間（令和２～６年度）では、業務ビル等は２２％、
工場等は２０％に目標削減率を引き上げ、更なるCO2の削減を推進し
ています。令和５年度においては、対象事業所全体で４２％のCO2が
削減されました。
　第４削減計画期間（令和７～１１年度）からは購入した電気の発電電力量当たりの温室効果ガス排出量を示す排出係数を変動とし、事
業者による再生可能エネルギーなどの低炭素電力の利用を促進する制度とし、目標削減率を業務ビル等は５０％、工場等は４８％に引き上
げました。
　また、地球温暖化対策の推進に特に優れた５事業所を優良大規模事業所として認定しています。

◆事業活動における省エネルギー対策など脱炭素化に向けた取組の促進
　空調・ボイラー等の設備の高効率化や蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入等に取り組む中小企業に対し、令和６年度は、国
の交付金も活用し、８１６件、１６億２,５０２万円の補助を行うとともに、低金利融資制度を行う金融機関に対し利子補給を行いました。
　また、専門事業者及び省エネナビゲーターによる省エネ診断を、４７事業所で行いました。

※基準排出量とは、過去の排出実績等を基に事業所ごとに設定された排出
削減の基準となる値です。原則として、平成１４～１９年度のうち連続する
３年間の排出実績の平均値から算出しています。

事業所数 ５年度排出量
（万トン－CO2）

基準排出量に
対する削減率

基準排出量
（万トン－CO2）

第１区分
（業務ビル等） １６８ １０６ ３９％ １７３
第２区分
（工場等） ３９６ ５０１ ４３％ ８７１

合計 ５６４ ６０６ ４２％ １,０４４

表１―１　令和５年度の大規模事業所のCO2排出量の状況

目標設定型排出量取引制度
ハイライト表示
エネルギー使用量が3か年度連続して一定以上の事業所を対象に、事業所ごとにCO2排出削減目標を設定し、目標達成を求める制度。目標の達成に、他者の削減量、再生可能エネルギー及び森林吸収量等を利用（排出量取引）できる。
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図１―２　エコライフDAY＆WEEK

◆「建築物環境配慮制度＊」の運用などによる低炭素建築物の普及拡大
　埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく「建築物環境配慮制度」により、建築物の省エネルギー化等の総合的な環境配慮の取組を促
しています。その中で「特定建築物環境配慮計画」の提出を義務付けており、令和６年度は２０６件提出されました。
　さらに、分譲マンションを対象とした「環境性能表示制度＊」により、販売広告への環境性能表示と県への届出を求めており、令和
６年度は３４件届出がありました。

５　家庭部門におけるライフスタイルの転換
◆住宅の省エネルギー対策の実施
　埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく「家電製品省エネ情報提供制度＊」の運用による販売店における家電製品への省エネラベル
の表示等により、購入者は価格や機能だけでなく、
省エネ性能の観点から製品を選択できるようになり
ます。
　これにより、省エネ家電製品の普及拡大を図り、
家庭から排出されるCO2の抑制を推進しています。
また、住宅用省エネ設備である家庭用燃料電池＊（エ
ネファーム）を導入する家庭を対象に、令和６年度
は５４４件、５,４４０万円の補助金を交付しました。
　加えて、環境に配慮した住宅の普及を支援すると
ともに、低炭素建築物認定制度＊により省エネルギ
ー性能の高い住宅の普及を促進しており、令和６年
度は２０件認定しました。

◆脱炭素社会の実現に向けたライフスタイルへの
転換

　冷暖房の使用によりエネルギー使用量が増える夏
と冬に「エコライフキャンペーン＊」を行い、県民、
事業者に幅広く省エネへの取組を呼びかけました。

建築物環境配慮制度
ハイライト表示
埼玉県内の建築物で、延べ面積の合計が2,000㎡以上の新築等する場合に、建築主に「特定建築物環境配慮計画」の提出を義務付けている。この特定建築物環境配慮計画については、「CASBEE（建築環境総合性能評価システム）埼玉県」による自己評価結果（環境性能）の添付を求めるとともに、その概要を公表している。
なお、さいたま市及び川越市は、独自条例を運用しており、本制度の対象外。

環境性能表示制度
ハイライト表示
特定建築物環境配慮計画書の提出を行った分譲マンションについて、「CASBEE（建築環境総合性能評価システム）埼玉県」による自己評価結果（環境性能）を販売広告に表示する制度。

家電製品省エネ情報提供制度
ハイライト表示
省エネ型の電気機器等の普及促進を目的として、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、一定規模以上の電気機器等販売事業者に対し、省エネルギー性能の表示や説明など、販売する電気機器等の省エネ情報を購入者に提供するよう義務付ける制度。

家庭用燃料電池
ハイライト表示
都市ガス・LPガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて電気と熱を発生させ、利用するコージェネレーションシステム。利用段階で反応物として水しか排出せずクリーンであり、また、化学反応から電気エネルギーを直接取り出すためエネルギーロスが少ない。電気と熱の両方を有効利用することで、更にエネルギー効率を高めることが可能になる。

低炭素建築物認定制度
ハイライト表示
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、市街化区域内で建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等の計画の認定を行う制度。

エコライフキャンペーン
ハイライト表示
県民の地球温暖化問題への関心を喚起し、脱炭素社会の構築に向けたライフスタイルへの転換を促進するため、冷暖房時の室温を夏は28℃、冬は20℃にしても快適に過ごせる服装の工夫や取組を促すライフスタイル「クールビズ」、「ウォームビズ」などの実践を夏と冬に県民や事業者に呼びかける県民運動。
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図１―３　漫画で学ぶ地球温暖化副読本

　その一環として、簡単なチェックシートを活用して省エネ生活に取り組む「エコライフDAY＆WEEK＊埼玉」を実施しました。ス
マートフォンなどから特設サイトにアクセスして気軽に参加ができ、取組状況も画面で確認できるようになっており、令和６年度の夏
は約４.９万人、冬は約４.７万人、年間延べ約９.６万人に参加していただきました。

◆脱炭素社会の実現に向けた環境学習の推進
　子供の頃から地球温暖化への理解を深め、率先して省エネ行動を実行できるよう、県が作成した漫画で学べる副読本を主に小学校高
学年を対象とした授業等で活用していただきました。
　地域における地球温暖化対策の普及啓発活動の中核である地球温暖化防止活動推進員＊に対し、能力向上に資する研修を実施しまし
た。各推進員は、地元市町村の環境関係のイベントなどで活動を続けており、令和６年度の延べ活動数は５,３４１回となりました。

写真１―１　地球温暖化防止活動推進員研修

エコライフDAY＆WEEK
ハイライト表示
自らの行動でCO2排出量の削減効果が理解できる簡単なチェックシートを利用して、参加者にCO2削減・省エネなど地球温暖化防止と環境に配慮した生活を経験してもらう取組。

地球温暖化防止活動推進員
ハイライト表示
地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化対策推進法第37条に基づき知事の委嘱を受け、地域における地球温暖化対策の普及啓発を行い、県民、事業者、行政とともに取組を推進する者。
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６　運輸部門における環境配慮の推進
◆ EV＊・PHV＊など電動車の普及促進
　EVやPHVなどの電動車の普及を促進するため、県民向けに電動車の魅力発信等の普及啓発活動を行いました。
　また、自動車から排出されるCO2の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、外部給電機能を有するEV及び
PHVを導入する個人及び事業者を対象に、令和６年度は２,８１１台、５億５,２９８万１千円の補助金を交付しました。

◆運輸・物流の低炭素化の推進
（１）事業者の取組促進
　３０台以上の自動車（軽・二輪を除く）を使用する事業者に対しCO2の排出量や低燃費車の導入等について、目標設定と実績の報告を
求めました。また、大規模荷主や大規模集客施設、自家用自動車通勤者が多い事業所に対し、事業活動に伴い自動車から排出される
CO2の削減に向けた実施方針の提出を求めました。

（２）コンテナラウンドユースの取組の支援
　海上コンテナのラウンドユースに関する事業者間の情報共有のため、令和６年度は埼玉県コンテナラウンドユース推進協議会の構成
員によるWeb情報共有会を開催しました。

◆自家用車から公共交通への利用転換や自転車活用の推進
　自家用車の利用と比べて鉄道やバスなどの公共交通機関は、一人当たりのCO2排出量が少なく、効率的な交通手段です。令和６年度
はバスの走行環境改善に関する会議を２回開催し、公共交通機関への利用転換を促進しました。
　また、自転車活用の推進として、安全安心に走行できる自転車通行空間の整備を推進しています。

◆バイパス整備、交差点改良などによる交通渋滞の緩和
　バイパス整備や交差点・踏切の改良、立体化などを進め、交通渋滞の解消を図ることで、自動車交通による環境負荷を軽減していま
す。

EV（BEV）
ハイライト表示
Electric Vehicle（電気自動車）の略。BEV（Battery Electric Vehicle）とも言う。動力源の100％が電気である電動車。

PHV
ハイライト表示
Plug-in Hybrid Vehicle（プラグインハイブリッド自動車）の略。外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車。
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７　CO2以外の温室効果ガス対策と吸収源対策の推進
◆フロン類＊の適正管理の指導・啓発
　フロン類はエアコンなどに封入されており、これを大気中へ漏えいさせないことが重要です。
　業務用冷蔵庫や業務用エアコンの管理者などを対象に、使用時の漏えいの防止のための調査、技術的助言及び指導を行いました。ま
た、廃棄時の漏えいを防止するため、解体工事の元請事業者や施工事業者に対し、フロン類回収を専門業者に依頼する必要性などを啓
発・指導しました。

◆フロン類のモニタリング調査
　冷媒として使われているフロン類は、地球温暖化やオゾン層＊破壊の原因となります。県内の大気環境中の濃度を調査し、長期的な
傾向の把握及び対策の評価を実施しました。

◆ CO2の吸収・貯蔵機能の向上を図る森林の整備
　CO2を吸収し、炭素を貯蔵する森林の機能を持続的に発揮させるため、間伐や伐採後の再造林などの森林整備を支援しました。

◆ CO2吸収源につながる身近な緑の保全・創出
　国や市町村と協力して特別緑地保全地区＊や近郊緑地保全区域＊の指定などにより身近な緑を保全しています。また、緑化計画届出
制度＊の適切な運用による緑化なども進めています。

８　県の率先実行
◆県有施設における脱炭素化の推進
　県庁自身の率先行動として「第３期埼玉県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、県の事務事業に伴って排出される温
室効果ガスの削減に全庁で取り組んでいます。本計画では、令和１２年度における県の事務事業から排出される温室効果ガス排出量を平
成２５年度比で４６％以上削減し、さらに５０％の高みに向けて挑戦する目標を掲げています。令和５年度に県の事務事業に伴って排出され
た温室効果ガスは、約４７.４万トン－CO2で、基準年度（平成２５年度）と比べて１７.９％減少しました。
①全員参加のPDCAサイクルによる省エネ活動
　埼玉県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の進捗管理を行うカーボン・マネジメントシステムの運用により、県の事務事業に伴

フロン類
ハイライト表示
クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）の3種類がフロン類として法に規定されている。冷凍空調機器の冷媒等に幅広く使用されているが、CO2の数百から1万倍超の温室効果がある。また、CFC及びHCFCはオゾン層破壊物質でもある。

オゾン層
ハイライト表示
地上10～50kmの高層の大気にあるオゾンの層。オゾン層は、有害な紫外線を吸収する働きをもつが、特定フロンによって破壊される。オゾン層の破壊により皮膚がんの増加や生態系への影響が生じるとされている。

特別緑地保全地区
ハイライト表示
都市緑地法に基づき、無秩序な市街地化の防止や公害・災害の防止に役立っている緑地などを保全するため、土地の形質変更などを行うに際し許可が必要となる地区。

近郊緑地保全区域
ハイライト表示
大都市部の周辺において、地域住民の健全な生活環境を確保し、無秩序な市街地化を防止するため、広域的な見地から緑地を保全する区域。土地の形質変更などを行うに際し届出が必要となる。

緑化計画届出制度
ハイライト表示
「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、1,000㎡以上の敷地において特定の建築行為を行う場合、緑化計画届出書の提出を義務付け、敷地内に一定規模以上の緑を確保する制度。
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って排出される温室効果ガスの削減に全庁で取り組んでいます。

②県有施設のエコオフィス化の推進
　設備の老朽化等に伴う県有施設の更新に合わせて、高効率空調設備やLED照明器具等の導入を進めています。令和６年度は、環境
整備センターほか１４施設において省エネルギー性能の高い設備を導入しました。

③県有施設への再生可能エネルギーの率先導入
　県有施設の新築・改築、大規模改修に当たっては、施設の特性や立地状況等に応じ、費用対効果を考慮した上で太陽光発電設備の導
入を図ることとしています。また、平成２４年度から再生可能エネルギーの固定価格買取制度＊を活用した太陽光発電事業に取り組み、
令和７年３月末現在、２５施設で発電しています。

◆上下水道事業における環境配慮の推進
（１）上水道及び工業用水道における省エネの推進
　省エネルギー機器導入や設備の効率的な運転によるCO2削減を進めています。
　令和６年度はフロキュレータ設備＊の更新に際し、省エネルギー機器を導入しました。

（２）下水処理施設における環境配慮の推進
　水循環センターでは高温焼却の実施や省エネルギー型機器の導入など、環境に配慮した対策を実施しています。
　元荒川水循環センターと中川水循環センターでは、下水汚泥を消化槽で微生物に分解させる際に発生するバイオガスを焼却燃料や発
電に利用しています。また、荒川水循環センターでは、下水汚泥焼却炉の廃熱を利用した発電を行っています。

◆電動車の率先導入
　大気環境の改善や地球温暖化の防止のため、「埼玉県公用車グリーン導入指針」に基づき、有害物質や温室効果ガスの排出が少ない
電動車（EV・PHV）を公用車として率先して調達しています。

９　気候変動への適応策＊の推進
◆気候変動の影響の評価、情報収集と情報提供

固定価格買取制度
ハイライト表示
再生可能エネルギーにより発電された電気の買取価格を法令で定める制度で、主に再生可能エネルギーの普及拡大を目的としている。再生可能エネルギー発電事業者は、発電した電気を電力会社などに一定の価格で、一定の期間にわたり売電できる。

フロキュレータ設備
ハイライト表示
浄水場のフロック形成池においてフロック（濁りの固まり）を大きく沈みやすいものにするため、水を緩やかに撹拌する設備。

適応策
ハイライト表示
気候変動の影響による被害の回避・軽減対策のこと。温室効果ガスの排出削減対策（緩和策）と併せて地球温暖化対策の両輪である。適応策を推進するために制定された気候変動適応法（平成30年12月施行）では、地方自治体に対して地域気候変動適応計画の策定及び地域気候変動適応センターの設置を求めている。
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　埼玉県内の気象データなど気候変動に係る情報を収集
・分析し、情報提供を行う機関として、全国で最も早く、
平成３０年に埼玉県環境科学国際センターに地域気候変動
適応センター（埼玉県気候変動適応センター）を設置し
ています。
　県の気候変動適応センターの知見やノウハウを活用し、
地域における適応策をより推進するため、市町村と共同
で地域気候変動適応センターを設置しています。令和７
年３月３１日現在、１７市町と共同設置しています。
　また、令和６年度は、埼玉県環境科学国際センターが
開発したインターネットにつながる暑さ指数計を、県内
３０箇所に設置し、リアルタイムで暑さ指数をホームペー
ジで情報発信しました。さらに、気候変動対策の普及啓
発のため、出前講座やサイエンスカフェなどを２５回実施
しました。

◆農業分野や自然災害分野などにおける適応策の推進

図１―４　インターネットにつながる暑さ指数計により作成し公開した地図

農業分野では、気候変動による影響の軽減及び生産力の維持・向上のため、麦・大豆の播種適期及び施肥方法等を見直した生産技術
の開発や高温耐性などを有する水稲品種の育成などを行っています。
　自然災害分野では、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、河川管理者が行う治水対策を加速することに加え、流
域のあらゆる関係者が協働してハード・ソフト両面から水災害対策を行う流域治水＊を推進しています。
　令和６年度は、流域治水を実践する流域治水協議会を県内の全５流域（荒川流域、利根川上流流域、烏川・神流川流域、江戸川流域、
中川・綾瀬川流域）で行い、流域全体で水災害を防止・軽減させる取組を検討しました。

◆ヒートアイランド＊対策や暑さ対策の推進
手軽にできる暑さ対策として、日傘の利用や打ち水の普及に取り組んでいます。
令和６年度は、さいたま市、熊谷市の適応センターと共同で、打ち水イベントにおける日傘体験会を実施するとともに、こども動物
自然公園において日傘の貸出しを実施しました。また、SNSを活用した暑さ対策等に関する情報発信を行いました。

流域治水
ハイライト表示
気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速させるとともに、集水域から氾濫域にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方。

ヒートアイランド
ハイライト表示
空調による人工排熱やコンクリートの建物による蓄熱などにより、都市中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象。アスファルト等の人工被覆域と比べ、森林、水田等の植生域は、保水力が高く水分の蒸発によって日中の気温の上昇を抑える働きがある。


